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認定こども園  錦渓幼稚園  

１．法人の概要  

（１）名  称：学校法人  極楽寺学園  【昭和５８年３月３０日法人設立】  

（２）住所等：〒５８６－００１７  大阪府河内長野市古野町１２－１  

電  話  番  号  ０７２１－５３－３１７０  

（３）設置する学校  

学校の名称：認定こども園錦渓幼稚園   

【昭和２９年５月１日設置】定員：４４０名  

（４）理事長氏名：西洞院  雄章  

理事  ６人、監事  ２人、評議員  7 人  定例理事会年３回開催予定  

（５）教職員の状況  

教職員数  26 人  

 

２．事業の概要  

（１）教育方針  

（知育・徳育・体育の全人教育）  

幼児教育一筋に 73 年の実績と伝統を活かし、何よりも子ども達の安全を第一に心が

けつつ、知育、徳育、体育を三本柱にした全人教育で、人生で一番大切な幼児期に、

子ども達の本当の幸せを願い、幼児ひとりひとりの基礎能力を引き出し育て、大きく

伸ばします。毎日の楽しい集いの中で「お話の聞ける子」「やさしい心を持って大き

な声でご挨拶が言える子」「いつも元気な子」と言う大切な目標をめざします。  

 

（２）認可定員、認可学級、実学級数  

学  年  定  員 (名 ) 認可学級数  実  学  級  数  

満３歳児  １４０  ７  １  

１  ３  歳  児  

４  歳  児  １５０  ５  1 

５  歳  児  １５０  ５  1 

合  計  ４４０  １７  4 
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（３）園の概要  

種別  幼稚園型認定こども園  

名称  認定こども園  錦渓幼稚園  

所在地  河内長野市古野町１２－１  

連絡先  

（電話番号）０７２１－５３－３１７０  

（ＦＡＸ番号）０７２１－５４－３４３４  

施設長氏名  園長  石黒 達士  

開設年月日  昭和 29 年 5 月  

認定日  昭和 58 年 3 月 30 日  

年間開園日数  300 日程度（教育週数：42 週以上）  

利用定員  

年齢区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１号  ―  人  ―  人  ―  人  ２０人  １１人  １４人  ４５人  

２号  ―  人  ―  人  ―  人  ８人  １１人  １１人  ３０人  

合計  ―  人  ―  人  ―  人  ２８人  ２２人  ２５人  ７５人  

利用定員に係る職員 1 人あたりの児童数： 7 人    職員の労働時間：8h×20 日＝160h/月  

当園の基本理念・方針  

●当園は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行  

 うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環  

境が等しく確保されることを目指す。  

●当園は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子ども  

 の立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。  

●どの子も「ほとけの子」として大きく育つという佛教精神を理念

とし、あらゆる可能性を秘めた幼児期こそ、一人ひとりの基礎能

力を引き出し育て大きく伸ばす大切な時期と考えています  

●目標  こんな子どもに育ってほしい  

    やさしい心をもって、「大きな声で挨拶が言える子」  

    お話の聞ける子、いつも元気な子  

●取り組み （幼児期だからこそ本物を）（幼児期の今を大切に）  

     ☆専門家との質の高い教育・さまざまな体験活動  

     ・毎日少しずつ繰り返して自然に身につける  

●特色   （ワクワク・ドキドキ、やってみよう）  
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 ☆自然の中で遊ぶ…緑の木々の自然の中、大型アスレチックで元  

気に遊ぶ  

 ☆しつけ教育…腰骨を立てて姿勢を正す。返事をする。靴をそろ  

える。食事のマナー。  

 ☆心と体のバランス  ☆たのしいリズム  ☆わくわく体験保育  

●適時教育への取り組み  

 ★英語であそぼう…外国人講師による英会話と英語教育ツール

「サイバードリーム」を導入。英語の素地を養います。  

★よく考える子…石井式  漢字教育。  

思考力・国語力・コミュニケーション力を身に付けます  

 ★考える基礎を育てる…めざましあそび  

  J.ピアジェ教育…「学びに向かう力」「生きる力」を育てます  

 

敷地  

敷地全体  4,099.11 ㎡  

園庭  1,526.19 ㎡  

園舎  

構造   （鉄筋コンクリート造  2 階建て）  

延べ  2,285.44 ㎡  

 

（４）主な施設・教室  

設備  部屋数  備考  

図書室  １ 室   

保育室   １７  室   

遊戯室、ホール  １ 室   

便 所  ８箇所   

 

（５）職員体制（令和 6 年 11 月 1 日 現在）  

職種  員数  資格  経験  備考  

園長  1 人   2 年   

副園長（教頭）  1 人  幼・保  17 年  主幹教諭兼務  

主幹保育教諭  2 人  幼・保  19 年   
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幼稚園教諭・保育士  14 人  
 

幼・保  

 

平均 11 年  

職員配置基準上最低必要数を上回る

よう配置する  

保育士補助  2 人     

事務職員  2 人     

園務員  1 人     

バスの運転手  4 人     

バスの添乗員  5 人     

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】  

提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

保育時間  教育標準時間  ９：３０～１４：００（4.5 時間）  

預かり保育  保育時間  

朝：７：２０～９：３０  

夕：１４：００～１８：３０  

  １８：３０～１９：００  

休業日  

日曜日・土曜日・祝日・開園記念日（１０月２２日）  

年末・年始（１２月２９日～１月３日）  

夏期（７月２１日～８月３１日）  

冬期（１２月２２日～１月７日）  

春期（３月２０日～４月７日）  

 

【２号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  ７：２０～１８：３０（１１．２時間）  

保育短時間  ８：００～１６：００（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  

朝：  

夕：１８：３０～１９：００  

保育短時間  

朝：７：２０～８：００  

夕：１６：００～１９：００  

開園時間  月～金曜日  ７：２０～１９：００  
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土曜日  ７：２０～１８：３０  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

上乗せ徴収（毎月）  

教育充実費  教材費・行事代・絵本代等  全園児 5,000 円  

施設充実費  施設メンテナンス等費用  3,000 円  

実費徴収（毎月）  

給食費  

栄養バランスの整った給食を提供するため  

1 号 /４５０円      2 号 /４５０円  

バス代  

保 護 者 送 迎 の 負 担 を 軽 減 す る た め  

4,000 円 /月  

その他  

子ども達の保育・教育活動の充実のため  

その都度、金額を明示して徴収  

 

預かり保育料金（1 号認定）  

項目  金額  

教育標準認定子どもの預かり保育に係る利用者負担  

通常保育９：３０～１４：００  

7:20~ 9:30（無料）  

14:00~15:30（無料）  

15:30~18:30  600 円  

18:30~19:00  100 円 /10 分  

午前保育９：３０～１１：３０  

7:20~ 9:30（無料）  

11:30~13:00（無料）  

13:00~18:30   1,000 円  

18:30~19:00   100 円 /10 分  

土曜日・代休日預かり保育  利用者負担  
7:20~18:30   1,600 円  

18:30~19:00   100 円 /10 分  
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延長保育料金（2 号認定）  

項目  金額  

保育認定子どもの延長保育に係る利用者負担   

保育標準時間  ７：２０～１８：３０  

18:30~19:00 100 円 /10 分  

保育短時間    ８：００～１６：００  

7:20~ 8:00（無料）  

16:00~18:30  500 円  

18:30~19:00 100 円 /10 分  

 

（８）提供する特定教育・保育の内容  

当園は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園

教育・保育要領を踏まえ、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、利用子どもの

心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。  

 

※ その他、施設としての特色のある特定教育・保育の内容を記載することも可能。  

※ また、食事の提供がある場合、その内容、提供方法、アレルギー対応方法を記載す

ることが望ましい。  

 

（９）個人情報の取り扱い  

●特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘  

密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはあ  

りません。職員には、一切外部に漏らさないよう徹底する。  

●法令を遵守し、誠実に園業務及び保育を行う。  

●市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必  

 要な範囲に限って利用することがある。  

 

（１０）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  ＪＫ保険（加入園賠償責任保険）  

保険の内容  園内において園が所有、使用または管理する施設の欠陥や管
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理に起因する事故や、園が製造したもの等の欠陥に起因する

事故で、被保険者が園児や第三者に対して法律上の賠償責任

を負った時に賠償責任を補償するもの  

 

（１１）年間行事予定  

月  行事内容  

４月  入園式 /春の遠足 /花まつり /新入園児個人懇談 /避難訓練  

 ５月  保育参観 /じゃがいも掘り /卒園児同窓会  

 ６月  田植え（年長） /スイミング指導（年長） /お泊り保育（年長）  

 ７月  七夕まつり /個人懇談会（全園児） /夏まつり  

 ８月  夏期保育 /私立幼稚園まつり（観劇）  

 ９月  運動会  

１０月  消防署見学（年長） /さつまいも掘り /保育参観 /稲刈り（年長）  

１１月  絵画展 /みかん狩り  

１２月  お餅つき /音楽発表会  

１月  保育参観 /お別れ遠足 /交通安全指導 /保育参観  

 ２月  まめまき /生活発表会  

 ３月  おひなまつり /お別れ会 /お茶会（年長） /卒園式  

★お誕生日会…毎月実施  

★保育参観…学期に 1 回、学年毎に実施  

★個人懇談…４月（新入園児のみ）、７月（全学年）その他必要に応じて実施  

★キンダーカウンセラー（子育て相談）…毎月実施  

 

（１２）食事の提供方法  

食事の提供方法及び外部搬入業者委託契約先（契約内容は別途契約書参照）  

食事の提供方法  

子ども・子育て支援法  

第 19 条第 1 項第 1 号に

掲げる子ども  

□自園調理 □外部委託  ■外部搬入  

□弁当持参（週当たり弁当持参日： 日） 

子ども・子育て支援法  

第 19 条第 1 項第 2 号に
□自園調理 □外部委託  ■外部搬入  
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掲げる子ども  

子ども・子育て支援法  

第 19 条第 1 項第 3 号に

掲げる子ども  

□自園調理 □外部委託  

設備  □調理室 ■調理設備  

（アレルギー対応について）外部搬入業者と相談し、除去食の提供など可能な範囲で対

応する。  

（外部搬入する理由）調理室の整備が出来ていない。  

（外部搬入業者委託契約先）  

大阪府和泉市伏屋町１－１１－４４  

小川給食産業  株式会社  代表取締役社長  小川 尚之  電話 0725-58-6003 
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（１３）入園に関する選考方法及び選考基準  

（選考の基本的考え方）  

公正な選考を行うと同時に、施設・設備及び人員配置の可能な範囲で、配慮を要する子

どもの受け入れについても適切に行う。  

（公正な選考のために配慮する点）  

【選考基準】  

 申込者数が認可定員内の場合は、全員入園決定とする。  

 申込者数が認可定員を超える場合は、抽選するなどして公正な選考を行う。  

【選考方法】  

 申込者数が認可定員を超える場合は、厳正な抽選を行い、入園者を決定する。  

【その他】  

 従来どおり、特別な配慮が必要な子どもの受け入れを適切に行うために、市町村との連

携を図る。  

（特別な配慮が必要な子どもの受入れについて配慮する点）  

 児童虐待防止の観点から、特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子

ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもについては、保護者との面談を通じ

て、子どもの特性、健康状態、行動傾向、苦手なことや必要な配慮をして受け入れる体制を

整える。 

（特別な配慮が必要な子どもの受入れについて配慮する点）  

児童虐待防止の観点から、特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭又は低所得家庭の子

ども、障害のある子ども等特別な配慮が必要な子どもについては、保護者との面談を通

じて、子どもの特性、健康状態、行動傾向、苦手なことや必要な配慮をして受け入れる

体制を整える。  

（上記各項目について市町村と連携を図る事項）  

市町村の基準等確認を取りながら、その指導を受ける。  
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（１４）子育て支援事業計画  

事業名  きんけいキッズ  

事業概要  

（内容）  

子ども同士のふれあいはもちろん、保護者同士の交流の場となって

います。「ふれあい遊び」で楽しく元気に体を動かした後、親子で楽し

める「活動や製作」を取り入れたり、子ども達が楽しめる「紙芝居」

や「絵本」の読み聞かせなどをしています。クリスマス、豆まき、ひ

な祭りなど季節の行事も大切にしています。  

また、子育てに悩んでいる保護者の相談にものっています。  

（工夫した点）  

「親子のふれあい」を大切にし、ゆったりと親子が向き合える時間と

なるように毎回内容を考えています。絵本を通して、親子の関わりを

大切にするとともに、保護者同士の交流が深まるよう場の設定も工夫

しています。 

（対象）  

２歳児（未就園児）の親子  

（実施日及び実施時間）  

《親子コース》親子で一緒に遊びます。 11 月より母子分離となります。 

       木曜日 10:00～11:15（おやつ付き）  

１月より 10:00～12:30（ランチタイムあり）  

《ちびっこコース》子どものみのクラスです。  

５月からは、親子参加となります。  

 火曜日  10:00～11:30（おやつ付き） 

９月より 10:00～12:30（ランチタイムあり）  

（従事する職員）  

大澤 恵里（教頭・主幹教諭）   丸山 愛（主幹教諭）  

（利用する施設）きんけいキッズ専用ルーム  

  (利用料)教材料・保険料など実費徴収  

 

 

 


